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保健所設置市保健所長 様 

 

 

医療整備課長 

 

 

医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について（通知） 

 

 本県の保健医療行政の推進につきまして、日頃から格別の御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

さて、標記について、令和７年８月１２日付け医政発０８１２第１号で厚生

労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、管内医療機関への周

知をお願いします。 

 また、一般社団法人埼玉県医師会会長と一般社団法人埼玉県歯科医師会会

長に対して会員への周知について別途通知しましたことを申し添えます。 

 厚生労働省からの通知については、医療整備課のホームページに掲載してい

ますので御参照ください。 

 

≪参照≫ 医療整備課「厚生労働省等からの通知」ホームページ 

  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/kouroushou-tuuchi-home31.html 

 

 

 

 

                担 当：医務担当 

                電 話：０４８－８３０－３５３９ 

                ＦＡＸ：０４８－８３０－４８０２ 

                E-Mail：a3530-03@pref.saitama.lg.jp 



 

医政発 0812 第１号 

令和７年８月 12 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について（通知） 

 

 

 医療法施行規則の一部を改正する省令（令和７年厚生労働省令第83号）が本

日別添のとおり公布され、公布日から施行されることとなりました。 

 改正の主な内容等は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了

知いただくとともに、貴管内の医療機関、関係団体に対して周知をお願いいた

します。 

 

記 

 

第１ 改正の主な内容 

 病床機能報告について、病床機能報告対象病院等（医療法（昭和23年法律第

205 号）第 30 条の 13 第１項に基づき、病院又は診療所であって療養病床又は

一般病床を有するものをいう。）の管理者は、厚生労働省令で定める基準日か

ら厚生労働省令で定める期間（以下「省令で定める期間」という。）が経過し

た日における病床の機能の予定（以下「基準日後病床機能」という。）等を都

道府県知事に報告しなければならないこととされている。 

基準日後病床機能に係る省令で定める期間については、医療法施行規則（昭

和 23 年厚生省令第 50 号）第 30 条の 33 の４において、平成 37 年６月 30 日ま

での期間とすることとされているが、今般、「新たな地域医療構想等に関する

検討会」が令和６年 12 月 18 日に公表した「新たな地域医療構想に関するとり

まとめ」において、「現行の地域医療構想の取組について、2026 年（令和８）

年度も継続すること」とされたことを踏まえ、省令で定める期間を１年延長す

る改正を行う。 

 

 

第２ 施行期日等 

 公 布 日：令和７年８月 12 日 

 施行期日：公布日  
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